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令和６年座間市議会第１回（３月）定例会提出議案等一覧表 

令和６年２月２２日提出 

№ 議 案 等 番 号 件     名 ﾍﾟｰｼﾞ 

１ 議 案 第 １ 号 
専決処分の承認について（令和５年度座間市一般会計補正予算（第１
２号）） 

７ 

２ 議 案 第 ２ 号 令和５年度座間市一般会計補正予算（第１３号） ８ 

３ 議 案 第 ３ 号 座間市手数料条例の一部を改正する条例 ９ 

４ 議 案 第 ４ 号 財産の取得について １０ 

５ 議 案 第 ５ 号 令和５年度座間市一般会計補正予算（第１４号） １１ 

６ 議 案 第 ６ 号 令和５年度座間市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） １２ 

７ 議 案 第 ７ 号 令和５年度座間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） １３ 

８ 議 案 第 ８ 号 令和５年度座間市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） １４ 

９ 議 案 第 ９ 号 令和５年度座間市公共下水道事業会計補正予算（第２号） １５ 

１０ 議案第１０号 令和６年度座間市一般会計予算 １６ 

１１ 議案第１１号 令和６年度座間市国民健康保険事業特別会計予算 １６ 

１２ 議案第１２号 令和６年度座間市介護保険事業特別会計予算 １６ 

１３ 議案第１３号 令和６年度座間市後期高齢者医療保険事業特別会計予算 １６ 

１４ 議案第１４号 令和６年度座間市水道事業会計予算 １６ 

１５ 議案第１５号 令和６年度座間市公共下水道事業会計予算 １６ 

１６ 議案第１６号 
座間市議会議員及び座間市長の選挙における選挙運動の公費負担に関
する条例の一部を改正する条例 

１７ 

１７ 議案第１７号 
座間市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する
条例の一部を改正する条例 

１８ 

１８ 議案第１８号 座間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 １９ 

１９ 議案第１９号 座間市市税条例の一部を改正する条例 ２０ 

２０ 議案第２０号 座間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 ２１ 

２１ 議案第２１号 座間市手数料条例の一部を改正する条例 ２２ 

２２ 議案第２２号 座間市国民健康保険条例の一部を改正する条例 ２３ 

２３ 議案第２３号 座間市都市公園条例の一部を改正する条例 ２４ 

２４ 議案第２４号 訴えの提起について ２５ 

２５ 議案第２５号 市道の路線の認定について ２６ 

２６ 報 告 第 １ 号 
専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ
て） 

２７ 
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● 予算総額  ８０３億６，４３１万円 

（24億 8,221 万 6千円、3.2％増） 

● 一般会計  ４６３億８，９６１万４千円 

             （18億 9,926 万 1千円、4.3％増） 

● 特別会計   ２６２億５，５３６万９千円 （3億 6,775万円、1.4％増） 

・国民健康保険事業特別会計  １３３億８，５３９万８千円（△3億 1,976万 2千円、2.3％減） 

・介護保険事業特別会計  １０７億２，０７４万４千円（4億 4,273万 4千円、4.3％増） 

・後期高齢者医療保険事業特別会計 ２１億４，９２２万７千円（2億 4,477万 8千円、12.9％増） 

● 公営企業会計  ７７億１，９３２万７千円（2億 1,520万 5千円、2.9％増） 

・水道事業会計    ３５億７，０１７万９千円 （1億 9,019万 8千円、5.6％増） 

・下水道事業会計    ４１億４，９１４万８千円 （2,500万 7千円、0.6％増） 

 

令和６年度 座間市当初予算の概要       （  ）内は対前年度比 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

当初予算 

・グラフの縦軸は金額（億円）、横軸は年度 

・単位未満は四捨五入しているため、予算総額や各会計の合計が一致しない場合があります 

 

240 
234 

244 

259 
263 

210

220

230

240

250

260

270

R2 R3 R4 R5 R6

特別会計

76 

75 75 75 

77 

74

75

76

77

78

R2 R3 R4 R5 R6

公営企業

416 413 

430 

445 

464 

380

400

420

440

460

480

R2 R3 R4 R5 R6

一般会計

731 723 

750 

779 

804 

650

700

750

800

850

R2 R3 R4 R5 R6

予算総額



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● 主な歳入（款別） 

市税    １９５億２，９９５万９千円 （1億 8,083万 3千円、0.9％増） 

・個人市民税    ７６億９，５６９万１千円     （△3 億 781 万 3 千円、3.8％減） 

・法人市民税      ９億２，６９１万７千円    （△2,413 万 6 千円、2.5％減） 

・固定資産税    ８５億４，９３１万５千円     （3 億 9,677 万 2 千円、4.9％増） 

地方交付税    ３７億４，５５１万５千円 （5億 8,087万 9千円、18.4％増） 

国庫支出金    ９６億６，９０８万９千円 （6億 2,868万 5千円、7.0％増） 

県支出金    ３５億５，４３５万円 （6,443万 8千円、1.8％増） 

市債       １３億１，３７８万４千円 （2億 4,131万 1千円、22.5％増） 
 

● 主な歳出 

≪目的別≫ 

民生費   ２４０億７，９４６万６千円 （8億 4,973万 1千円、3.7％増） 

総務費      ６０億４，３７１万１千円 （9億 1,397万 9千円、17.8％増） 

教育費     ４８億２，１３２万８千円 （1億 6,242万 4千円、3.5％増） 

≪性質別≫ 

    人件費     ９０億３，９５９万５千円 （4億 6,907万 1千円、5.5％増） 

    扶助費   １６６億７，９４７万５千円 （11億 3,061万 2千円、7.3％増） 

    公債費     ２６億６，１３７万６千円 （△1億 4,011万 4千円、5.0％減） 

    普通建設事業費   ２４億  ８６０万４千円 （4億 4,145万 1千円、22.4％増） 

当初予算（一般会計）のポイント 

当初予算 

◇3  脱炭素社会、デジタル社会の推進 

社会情勢の変化に柔軟かつ的確に対応していくため、ゼロカーボンシティの実現や、デ

ジタルトランスフォーメーションの取組を加速していく経費を計上しています。 

◇2  「ひと・まちが輝き 未来へつなぐ」の実現に向けて 

令和５年度から開始した、ざま未来プランを着実に推進するため、『輝く未来戦略』によ

る分野横断的な取組や、実施計画に掲げた新規・拡充事業に対して優先的に予算配分しな

がら、従来からの継続事業に対しても必要な予算を計上しています。 

◇1  予算規模は ４６４億円（対前年度比４．３％増） 

令和６年度は、地方交付税や国庫支出金が前年度から増収見込となったことや、こども・

子育て支援の充実や社会保障関連の給付に伴う扶助費の増加に加え、公共施設の包括施設

管理業務委託の実施や物価高騰の影響を受ける市民生活や経済の回復に向けた対策を進

めることなどにより、当初予算は過去最大の規模を更新して、４６４億円となっています。 
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令和６年度の主な事業         

 

 
※ 各項目は、新たに位置付けた追加事業、既定の継続事業の並びで予算規模の大きい順に掲載しています 

※ 予算額は事業費全体を示していますが、事業の説明は輝く未来戦略に該当する内容を抜粋しています 
 

 

 

 

 ■ コミュニティ・スクール推進事業費［継続］            ２９８万３千円 

   市内全小中学校で、地域とともにある学校づくりに向けて取り組みます 
 

 ■ シティプロモーション推進事業費［継続］             １５１万７千円 

   地域資源を活用したシティプロモーションを推進します 
 

 ■ 総合計画推進事業費［継続］                    １９万３千円 

   総合計画の進捗管理に当たって、市民参加でざま未来プラン懇話会を開催します 

 

 

 

 ■ ファシリティマネジメント推進事業費［追加］         ８億５３９万１千円 

   包括施設管理業務委託の開始、座間市公共施設再整備計画を見直します 
 

 ■ ゼロカーボン推進補助事業費［継続］             １，４０９万１千円 

   省エネ、再エネ設備の導入を促進するため、電気自動車購入等の補助金を交付します 

 

 

 

 ■ 教育相談事業費［追加］                     １，７５８万円 

不登校児童生徒の居場所づくりを進めます 
 

 ■ 保育所子ども・子育て支援事業費［継続］          ２９億１，３０９万円 

   国の制度に基づき、保育所利用世帯の経済的負担を軽減します 
 

 ■ 小児医療費助成事業費［継続］                 ６億７８万５千円 

満１８歳に達して以降の最初の３月３１日までの医療費を所得制限なく助成します 
 

 ■ 地域少子化対策推進事業費［継続］              ９，３５２万５千円 

   妊婦及び３歳児までを養育する保護者への移動費用の支援など、子育て家庭の負担を軽減します 
 

 ■ 子育て支援特別給付金支給事業費［継続］           １，８０１万４千円 

児童手当及び同特例給付が支給されない世帯に対し、給付金を支給します 
 

 ■ 住宅リフォーム助成事業費［継続］              １，１００万２千円 

子育て環境が充実するリフォームに対して補助金を交付します  

輝く未来戦略                   ４４億７，８１７万１千円 

当初予算 

“ひと”が輝く 
ひとがつながり、市民力が高まり、 

一人一人が活躍するコミュニティを目指します 

“まち”が輝く 暮らしに喜びが溢れ、快適に住み続けられるまちを目指します 

“未来へつなぐ” 子どもたちの夢が叶えられる、希望に溢れる社会を目指します 
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※ 各政策の新規・拡充事業は、新規事業を先頭に掲載し、拡充事業は予算規模の大きい順としています 

※ 各事業費の説明は、新規・拡充に係る内容を示しています（事業費全ての説明ではありません） 

※ 対前年度比では増減額と増減率を示し、増減率が１００％以上の場合は整数表記としています 

※ 各政策の主な事業費は、予算規模が１億円を超える事業を最大３事業掲載しています 

 

 

所管：こども未来部・教育部 

≪新規・拡充事業≫ 

■ 【新規】保育業務支援システム導入事業費     ２，２０６万２千円 

   市立保育園に保育業務支援システムを導入し、保護者の利便性を向上させます 

■ 児童ホーム運営事業費    （1,508 万 3 千円、6.5％増）２億４，７７７万４千円 

   相武台東小学校通学区域に待機用児童ホームを新規に開設します 

 ■ 民間保育所整備助成事業費     （△7,729 万 1 千円、49.9％減）７，７５５万９千円 

   相模が丘地区に新規の認可保育所を整備します 

 ■ 教育相談事業費       （181 万 1 千円、11.5％増）１，７５８万円 

不登校児童・生徒の居場所づくりを進めます 

■ 次世代育成支援相談事業費    （431 万 7 千円、36.0％増）１，６３０万６千円 

１歳未満の乳児を養育している世帯、ヤングケアラーがいる世帯等の家事を支援します 

■ 小学校各種行事等活動事業費   （915 万 4 千円、236％増）１，３０２万７千円 

   小学校（一部）の水泳指導について、民間施設を活用します 

 

≪主な事業費≫ 

 ■ 保育所子ども・子育て支援事業費    （1 億 8,243 万 4 千円、6.7％増）２９億１，３０９万円 

 ■ 幼稚園子ども・子育て支援事業費    （5,059 万 7 千円、5.4％増）９億７，９３５万６千円 

 ■ 学校給食運営管理事業費      （△1,862 万円、3.5％減）５億１，６５９万３千円 

 

 

所管：地域づくり部 

≪新規・拡充事業≫ 

 ■ コミュニティセンター大規模改修事業費 （1 億 1,969 万 7 千円、341％増）１億５，４７７万９千円 

相武台コミュニティセンターの改修工事、立野台コミュニティセンターの改修設計をします 

  

≪主な事業費≫ 

 ■ 再掲）コミュニティセンター大規模改修事業費    １億５，４７７万９千円 

 ■ コミュニティセンター管理運営費   （△1,076 万 8 千円、8.1％減）１億２，２７３万６千円 

  

分野別政策                        （）内は対前年度比 

政策Ⅰ 共に学び、健やかに育つまちづくり       ７８億５，５０６万円 

政策Ⅱ 地域の魅力を高め、にぎわいのあるまちづくり ６億３，４１９万８千円 

当初予算 
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所管：くらし安全部・消防 

≪新規・拡充事業≫ 

■ 【新規】地下水保全基本計画推進事業費      １，１２１万９千円 

座間市地下水保全基本計画の改定作業を行います 

■ リユース・リサイクル推進事業費    （855 万 6 千円、3.4％増）２億５，７６２万３千円 

   資源物として収集した廃ペットボトルのベール化を委託で実施します 

 ■ 県央東部消防指令業務共同運用事業費   （325 万 7 千円、6.8％増）５，１２９万４千円 

   気象観測装置を更新します 

■ ゼロカーボン推進補助事業費   （100 万 5 千円、7.7％増）１，４０９万１千円 

省エネ、再エネ設備の導入を促進するため、電気自動車購入等の補助金を交付します 

 

≪主な事業費≫ 

 ■ 高座清掃施設組合運営事業費   （△2,213 万円、2.5％減）８億５，４５２万２千円 

 ■ リサイクルセンター管理運営費     （△442 万 4 千円、2.4％減）１億８，１１７万２千円 

 ■ 消防車両更新事業費    （1 億 2,805 万 8 千円、2,345％増）１億３，３５１万８千円 

 

 
所管：健康部・教育部 

≪新規・拡充事業≫ 

 ■ 広域救急医療事業費    （1,179 万 5 千円、7.1％増）１億７，８４３万１千円 

二次救急医療機関のコメディカル体制の強化に係る委託内容の追加をします 

  

≪主な事業費≫ 

 ■ 市民文化会館大規模改修事業費    （5 億 575 万 4 千円、369％増）６億４，２９２万６千円 

 ■ 市民文化会館管理運営費    （△9,371 万 3 千円、22.2％減）３億２，８２３万１千円 

 ■ 市民体育館管理運営費      （341 万 1 千円、1.2％増）２億８，４９７万５千円 

 

 
所管：福祉部 

≪新規・拡充事業≫ 

 ■ 該当なし 

 

≪主な事業費≫ 

 ■ 生活保護法定扶助事業費    （4 億 19 万 2 千円、9.5％増）４６億２，７７２万８千円 

 ■ 障がい者自立支援給付等事業費    （2 億 3,193 万 4 千円、9.4％増）２７億８４８万６千円 

 ■ 総合福祉センター大規模改修事業費  （1 億 647 万 7 千円、32.6％増）４億３，２６２万円 

 

政策Ⅲ 安全・安心で環境にやさしいまちづくり   ２０億６，９４０万６千円 

政策Ⅳ 健康に暮らせるまちづくり         ２３億６，８２９万２千円 

政策Ⅴ 共に認め合い、支え合うまちづくり    １１７億４，１７９万５千円 

当初予算 



 6 

 
所管：都市部・上下水道局 

≪新規・拡充事業≫                         

 ■ 公園等管理運営費     （1,080 万 1 千円、4.1％増）２億７，１８４万９千円 

   スカイグリーンパーク・大坂台公園に指定管理者制度を導入します 

 ■ 座間南林間線道路改良事業費  （1 億 4,464 万 9 千円、192％増）２億２，００８万５千円 

   事業認可取得に向けた調査、設計及び関係機関との協議を進めます 

■ コミュニティバス運行事業費     （2,138 万 2 千円、19.2％増）１億３，３０１万円 

バスロケーションシステム、乗降客カウントシステムを導入します 

 ■ 道路台帳整備事業費    （1 億 90 万 6 千円、584％増）１億１，８１７万３千円 

   道路台帳管理システムを新たに導入します 

■ 空き家等対策事業費      （37 万 7 千円、9.3％増）４４５万２千円 

   空き家所有者の特定、相続人との交渉等の業務を委託します 

 

≪主な事業費≫ 

 ■ 再掲）公園等管理運営費      ２億７，１８４万９千円 

 ■ 再掲）座間南林間線道路改良事業費     ２億２，００８万５千円 

 ■ 一般道路・橋りょう維持管理事業費     （106 万 2 千円、0.7％増）１億５，４３９万３千円 

 

 
所管：総合政策部・財務部 

≪新規・拡充事業≫ 

 ■ ファシリティマネジメント推進事業費  （8 億 111 万 3 千円、18726％増）８億５３９万１千円 

包括施設管理業務委託の開始、座間市公共施設再整備計画を見直します 

■ デジタルトランスフォーメーション推進事業費 （△3,239 万 7 千円、79.8％減）８２１万２千円 

デジタルデバイド対策を継続して行うほか、スマート窓口の設置に向けて取り組みます 

  

≪主な事業費≫ 

 ■ 再掲）ファシリティマネジメント推進事業費      ８億５３９万１千円 

 ■ 電子計算業務費    （△1 億 3,223 万 4 千円、23.0％減）４億４，３３３万３千円 

 ■ 市庁舎等管理運営費    （△3 億 5,609 万 1 千円、61.2％減）２億２，５５５万５千円 

 

  

政策Ⅵ 緑あふれる快適なまちづくり        １８億８，７０６万４千円 

政策Ⅶ 持続可能な行財政運営           ４６億９，３４３万７千円 

問合せ先： 

【一般会計】 

財政課長   鈴木 ０４６－２５２－８１９４ 

【国民健康保険事業特別会計・後期高齢者医療保険事業特別会計】 

保険年金課長 上野 ０４６－２５２－７０６４ 

【介護保険事業特別会計】 

 介護保険課長 福田 ０４６－２５２－７１３８ 

【水道事業会計・公共下水道事業会計】 

 経営総務課長 郡司 ０４６－２５２－７１８２ 

当初予算 
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議案第１号 

 

 

 

 歳入歳出補正額： １，２０２，１３０千円 

補正後予算額：５１，４３２，０５７千円 

 主な内容 

 ・国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、重点支援地方交付金を活

用した給付金事業を実施します。（低所得者支援及び定額減税を補足する給付） 

 

 補正額の内訳 

歳入 

  ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金          1,199,968千円 

  ・財政調整基金繰入金                       2,162千円 

 

歳出 

 

  ・物価高騰対応生活支援特別給付金給付事業費          1,202,130千円 

 

 その他 

 ・繰越明許費の追加 

 

 

 

 

施策体系外 

 

問合せ先：財政課長 鈴木 ０４６－２５２－８１９４ 

専決処分の承認について（令和５年度座間市一般会計補正予算（第１２号） 

 

専決処分（補正予算） 
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議案第２号 

 

 

 

 歳入歳出補正額：   ３５５，０６９千円 

補正後予算額：５１，７８７，１２６千円 

 主な内容 

 ・相模野小学校、ひばりが丘小学校及び相模が丘小学校の一部施設について、改修工

事をします。 

 

 補正額の内訳 

歳入 

  ・小学校整備事業債                      276,300千円 

  ・小学校学校施設環境改善交付金                 74,140千円 

  ・財政調整基金繰入金                      4,629千円 

 

歳出 

 

  ・小学校施設整備事業費                    355,069千円 

 

 

 その他 

 ・繰越明許費の追加 

 ・地方債の追加 

 

 

 

 

 

 

  

共に学び、健やかに育つまちづくり 

 

問合せ先：財政課長 鈴木 ０４６－２５２－８１９４ 

令和５年度座間市一般会計補正予算（第１３号） 

 

補正予算 
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議案第３号 

 

 

 

 改正の概要 

  戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外での市区町村で戸籍（除籍）謄本を取得する

こと、オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として新たに「戸

籍（除籍）電子証明書」を発行すること、電子化された届書等の内容の証明書の交付

及び閲覧をすること等が可能となります。 

この改正により地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたこ

とに伴い、所要の改正をします。 

 

 改正の内容 

⑴  新たに徴収する事務の手数料の額を定めます。 

手数料を徴収する事項 １件当たりの金額 

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行（※） １件 ４００円 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行（※） １件 ７００円 

 

※ 電子情報処理組織を使用する方法により戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符

号の発行を行う場合における当該発行及び戸籍（除籍）電子証明書提供用識別符

号の発行に係る戸籍（除籍）電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍（除籍）

電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本、全

部事項証明、個人事項証明又は一部事項証明の請求を行う場合における当該発行

を除く。 

 

⑵ 届書等情報の内容の証明書の交付及び閲覧を可能とするため、条文の整備をしま

す。 

 

 施行期日 

  令和６年３月１日 

 

 

 

 

  

座間市手数料条例の一部を改正する条例 

問合せ先：戸籍住民課長 遠入 ０４６－２５２－８０２８ 

条例 
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議案第４号 

 

 

 

 名称 

小中学校用防災ヘルメット 

 

 契約の相手方 

座間市新田宿５１６番地の１ 

株式会社ミヤダイ中央社座間支店 代表取締役支店長 宮 台 俊 郎 

 

 契約金額 

  ５，５８６万２，５４３円 

 

 

 

 

  

財産の取得について 

財産 

問合せ先：契約検査課長 加藤 ０４６－２５２－７２９６ 
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議案第５号 

 

 

 

 歳入歳出補正額：    ２４，９９０千円 

補正後予算額：５１，８１２，１１６千円 

 主な内容 

 ・保育所等の性被害防止対策に係る設備等整備に対して、補助金を交付します。 

・各事業について、予算執行に伴う残額分及び不足分を補正します。 

 補正額の内訳 

歳入 

  ・普通交付税                         256,562千円 

  ・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(重点交付金分)102,879千円 

  ・地方消費税交付金                     △317,890千円 

ほか 

歳出 

 

  ・子どもの予防接種事業費                    21,047千円 

 

  ・ふるさとづくり基金積立金                   44,014千円 

 

  ・障がい者自立支援給付等事業費                 50,000千円 

 

  ・南東部地区総合交通対策事業費                △42,349千円 

 

ほか 

 その他 

 ・繰越明許費の追加 

 ・債務負担行為の廃止及び変更 

 ・地方債の変更 

  

共に学び、健やかに育つまちづくり 

 

地域の魅力を高め、にぎわいのあるまちづくり 

 

共に認め合い、支え合うまちづくり 

 

緑あふれる快適なまちづくり 

 

問合せ先：財政課長 鈴木 ０４６－２５２－８１９４ 

令和５年度座間市一般会計補正予算（第１４号） 

 

補正予算 
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議案第６号 

 

 

 

 歳入歳出補正額：   ２６０，１３２千円 

補正後予算額：１３，９５３，９７３千円 

 

 主な内容 

 ・予算執行の実績及び今後の見込に伴い、増額・減額補正します。 

 

 補正額の内訳 

 

歳入 

  ・その他一般会計繰入金                    260,000千円 

  ・一般被保険者国民健康保険税 医療給付費分現年課税分     △48,563千円 

  ほか 

 

歳出 

 

  ・財政調整基金積立金                     260,132千円 

 

 

 

 

 

 

  

施策体系外 

 

令和５年度座間市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

補正予算 

問合せ先：保険年金課長 上野 ０４６－２５２－７０６４ 
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議案第７号 

 

 

 

歳入歳出補正額：       ４１０千円 

補正後予算額：１０，５５２，０９１千円 

 

 主な内容 

 ・介護保険給付費等支払基金の運用利益に伴い増額補正します。 

 

 補正額の内訳 

 

歳入 

  ・介護保険給付費等支払基金利子                  410千円 

 

歳出 

 

  ・介護保険給付費等支払基金積立金                 410千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

共に認め合い、支え合うまちづくり 

 

令和５年度座間市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

補正予算 

問合せ先：介護保険課長 福田 ０４６－２５２－７１３８ 
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議案第８号 

 

 

 

 歳入歳出補正額：  △１２，０８１千円 

補正後予算額：１，９０３，２９４千円 

 

 主な内容 

 ・予算執行の実績及び今後の見込に伴い、減額補正します。 

 

 補正額の内訳 

 

歳入 

  ・保険基盤安定制度繰入金                   △12,081千円 

 

歳出 

 

  ・保険基盤安定制度拠出金                   △12,081千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施策体系外 

 

令和５年度座間市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

補正予算 

問合せ先：保険年金課長 上野 ０４６－２５２－７０６４ 
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議案第９号 

 

 

 

  

 主な内容 

 ・事業の実績に基づいて、所要額を補正します。 

 

 補正額の内訳 

収益的収入及び支出 

 

収入 

  ・下水道事業収益 営業収益                  △9,143千円 

  ・下水道事業収益 営業外収益                 △17,113千円 

 

支出 

  ・下水道事業費用 営業費用                 △157,638千円 

 

資本的収入及び支出 

 

収入 

  ・資本的収入 企業債                     △7,700千円 

  ・資本的収入 補助金                     △30,836千円 

 

支出 

  ・資本的支出 建設改良費                    △6,280千円 

 

 

 

 

 

 

  

令和５年度座間市公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

補正予算 

問合せ先：経営総務課長 郡司 ０４６－２５２－７１８２ 
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議案第１０号 

 

 

議案第１１号 

 

 

議案第１２号 

 

 

議案第１３号 

 

 

議案第１４号 

 

 

議案第１５号 

 

 

 

 ※いずれも、令和６年度座間市当初予算の概要（１ページ～）に記載 

  

令和６年度座間市一般会計予算 

当初予算 

令和６年度座間市国民健康保険事業特別会計予算 

令和６年度座間市介護保険事業特別会計予算 

令和６年度座間市後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

令和６年度座間市水道事業会計予算 

令和６年度座間市公共下水道事業会計予算 
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議案第１６号 

 

 

 

 改正の概要 

  公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用等に係る公費負担限度額の改定をします。 

 

 改正の内容 

⑴ 選挙運動用自動車の使用の公費負担限度額 

区分 現行 改正後 増減 

一般運送契約以外の契約    

 自動車借入れ（１日当たり） １万５，８００円 １万６，１００円 ３００円 

燃料費（１日当たり） ７，５６０円 ７，７００円 １４０円 

 

⑵ 選挙運動用ビラの作成の公費負担限度額 

区分 現行 改正後 増減 

印刷費（１枚当たり） ７円５１銭 ７円７３銭 ２２銭 

 

⑶ 選挙運動用ポスターの作成の公費負担限度額 

区分 現行 改正後 増減 

印刷費（１枚当たり） ５２５円６銭 ５４１円３１銭 １６円２５銭 

企画費 ３１万５００円 ３１万６，２５０円 ５，７５０円 

 

 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

 

  

座間市議会議員及び座間市長の選挙における選挙運動の公費負担に関 

する条例の一部を改正する条例 

問合せ先：選挙管理委員会事務局次長 久保 ０４６－２５２－８１４９ 

条例 
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議案第１７号 

 

 

 

 

 改正の概要 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」という。）の一部改正に伴い、所要の改正をします。 

 

 改正の内容 

番号法別表第２の廃止に伴い、定義等を改正します。 

現行 改正後 

法定事務 番号法別表第２の第２欄に掲

げる事務 

特定個人番号利用事務 番号法第１９条

第８号に規定する特定個人番号利用事

務 

番号法別表第２の第４欄に掲げる特定個

人情報 

利用特定個人情報 番号法第１９条第８

号に規定する利用特定個人情報 

 

 施行期日 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一

部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日 

 

 

 

 

  

座間市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の一部を改正する条例 

問合せ先：デジタル推進課長 伊藤 ０４６－２５２－８４９２ 

条例 
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議案第１８号 

 

 

 

 改正の概要 

  地方自治法の一部改正に伴い、令和６年度からパートタイム会計年度任用職員に対

して勤勉手当の支給が可能となります。既に同法において勤勉手当の支給対象となっ

ているフルタイム会計年度任用職員とともに、勤勉手当が支給されている国の非常勤

職員の取扱いとの均衡及び適正な処遇の確保の観点からも、会計年度任用職員に対し

て勤勉手当を支給します。 

 

 改正の内容 

会計年度任用職員を勤勉手当の支給対象とするため、次の条例について所要の改正

をします。 

 ⑴ 座間市職員の給与に関する条例 

 ⑵ 座間市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例 

 ⑶ 座間市職員の育児休業等に関する条例 

 

 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 

 

 

  

座間市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

問合せ先：職員課長 南山 ０４６－２５２－７２８４ 

条例 
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議案第１９号 

 

 

 

 改正の概要 

  地方税法第３１４条の７第１項第４号の規定により、特定非営利活動法人の特定非

営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金と

して条例で定めるもの（以下「対象寄附金」という。）を寄附金税額控除の対象とする

ことができます。 

本改正は、対象寄附金を受け入れる特定非営利活動法人に対する市の指定期間（以

下「指定期間」という。）の更新をするものです。 

 

 改正の内容 

特定非営利活動法人湯河原町地域作業所たんぽぽに対する指定期間 

現行 改正後 

平成３１年１月１日から 

令和５年１２月３１日まで 

令和６年１月１日から 

令和１０年１２月３１日まで 

 なお、経過措置として、改正前の期間に寄附があった対象寄附金について、引続き

寄附金税額控除の対象とします。 

 

 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

 

  

座間市市税条例の一部を改正する条例 

問合せ先：市税総務課長 大矢 ０４６－２５２－８０９４ 

条例 
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議案第２０号 

 

 

 

 改正の概要 

  神奈川県では、県内市町村の保険料（税）水準の統一に向け、令和１８年度を完全

一致の目標年度とし、令和９年度に医療費水準を納付金へ反映させない納付金ベース

の統一を目指しています。 

本市においても、県の方針に基づき、段階的に標準保険料率に近づけていくため、

令和４年度の座間市国民健康保険税率及び税額の改定において令和６年度は神奈川

県の示す標準保険料率と同額とすることとしましたが、県において激変緩和措置及び

財政支援措置が講じられること及び被保険者への影響に鑑み、令和６年度保険税率及

び税額を県の示す標準保険料率との乖離率及び乖離額の差が２分の１となるよう改

定します。 

 

 改正の内容 

⑴ 保険税率及び税額の改定 

    項    目 現行 改正後 

税 
率
及
び
税
額 

医療給付費分 

所得割        ６．１％        ６．８％ 

均等割  ２４，４００円  ２７，８００円 

平等割  １８，４００円  １９，１００円 

後期高齢者支援金分 

所得割        ２．３％        ２．７％ 

均等割    ８，４００円   １０，５００円 

平等割     ６，８００円     ７，４００円 

介護納付金分 

所得割        ２．１％        ２．４％ 

均等割   １０，１００円   １１，５００円 

平等割     ６，３００円     ６，３００円 

 

⑵ 保険税率及び税額の改定に伴う特定世帯等に係る税額を減額する額の改定 

 

 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

  

座間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

問合せ先：保険年金課長 上野 ０４６－２５２－７０６４ 

条例 
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議案第２１号 

 

 

 

 改正の概要 

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、手数料の額の改定を

します。 

 

 改正の内容 

 消防法に規定する危険物施設等の審査等に関する手数料のうち、浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査

の手数料の額の改定をします。 

危険物の貯蔵最大数量 現行 改正後 

１，０００キロリットル以上 

５，０００キロリットル未満 
１１８万円 １４５万円 

５，０００キロリットル以上 

１万キロリットル未満 
１４１万円 １７２万円 

１万キロリットル以上 

５万キロリットル未満 
１５９万円 １９２万円 

５万キロリットル以上 

１０万キロリットル未満 
１９５万円 ２３６万円 

１０万キロリットル以上 

２０万キロリットル未満 
２２７万円 ２７４万円 

２０万キロリットル以上 

３０万キロリットル未満 
４５５万円 ５６４万円 

３０万キロリットル以上 

４０万キロリットル未満 
５８２万円 ７２４万円 

４０万キロリットル以上 ７０７万円 ８７９万円 

 

 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 

 

 

  

座間市手数料条例の一部を改正する条例 

問合せ先：財政課長 鈴木 ０４６－２５２－８１９４ 

条例 
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議案第２２号 

 

 

 

 改正の概要 

  国民健康保険法の一部改正に伴い、所要の改正をします。 

 

 改正の内容 

退職者医療制度が廃止されるため、退職被保険者の被扶養者に係る規定を削除しま

す。 

 

 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 

 

 

  

座間市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

問合せ先：保険年金課長 上野 ０４６－２５２－７０６４ 

条例 
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議案第２３号 

 

 

 

 改正の概要 

  指定管理者制度を導入するに当たり、有料公園施設の使用料を利用料金とするため、

所要の改正をします。 

 

 改正の内容 

⑴ 市長が徴収する有料公園施設の使用料を指定管理者の収入として収受させる利

用料金とします。 

 

⑵ 利用料金の還付及び減免について規定します。 

 

 施行期日 

  令和６年４月１日 

 

 

 

 

座間市都市公園条例の一部を改正する条例 

問合せ先：公園緑政課長 堀切 ０４６－２５２－８３１４ 

条例 
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議案第２４号 

 

 

 

 被告となるべき者 

  ＧＭＷ株式会社 代表取締役 

 

 管轄裁判所 

横浜地方裁判所相模原支部 

 

 事件名 

  行政財産使用料等請求事件 

 

 請求の要旨及び請求金額の内訳 

  次のとおり判決及び仮執行宣言を求める。 

 ⑴ ＧＭＷ株式会社は、市に対し、金５１８万３，５３２円及びこれに対する令和５

年１０月２８日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

   請求金額の内訳 

食堂運営に係る未納光熱水費等   ３５１万５，４２３円 

行政財産未納使用料              ８４万円 

不法占拠に係る未納使用料        ５２万１０９円 

残置物の撤去費用          ３０万８，０００円 

 

 ⑵ 訴訟費用は、被告の負担とする。 

 

 

  

訴えの提起について 

問合せ先：資産経営課長 坂本 ０４６－２５２－７８１４ 

訴えの提起 
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議案第２５号 

 

 

 

 認定 

路 線 名 
起  点 

終  点 

 

相模が丘２２２号線 
相模が丘六丁目１１９６番２０地先 

相模が丘六丁目１１９６番１６地先 
開発行為によるもの 

入谷西１９１号線 
入谷西二丁目４２７番４地先 

入谷西二丁目４４３番４地先 
開発行為によるもの 

さがみ野２１号線 
さがみ野二丁目５１７７番１地先 

さがみ野二丁目５１７７番７地先 
開発行為によるもの 

西栗原４３号線 
西栗原二丁目４２４０番２３地先 

西栗原二丁目４２４０番１９地先 
開発行為によるもの 

 

 

 

 

  

市道 

市道の路線の認定について 

問合せ先：道路課長 春山 ０４６－２５２－８２４３ 
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報告第１号 

 

 

 

 専決処分日 

  令和６年１月２９日 

 

 事故の概要 

令和５年１１月１６日午後３時３０分頃、座間市栗原１２６８番地において、庁用

車が対向車とのすれ違いの際、相手方（座間市栗原在住・７０代女性）フェンスに接

触し、破損させたものです。 

 

 和解の要旨及び損害賠償の額 

市は、相手方に対し１０万５，６００円を支払う。 

 

 

 

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額を定めることについ

て） 

報告 

問合せ先：地域福祉課長 林 ０４６－２５２－７０９６ 


